
東堀通り・西堀通り等の一方通行規制見直しに関する 

地元等への説明経過について 

 

 

☆ 第６回協議会以降の主な説明経過 

【コミュニティ協議会・関係者など】 

・湊コミ協  ；３/１９（水）１９時～，二葉コミュニティハウス 

・新潟コミ協 ；３/２１（金）１９時～，寄居コミュニティセンター 

・中央区自治協；３/２５（火）１４時～，市役所本館講堂 

・白山コミ協 ；３/２５（火）１８時３０分～，ふれあい白山 

 ・中心街連合会；３/２８（金）１３時３０分～，商工会議所中央会館 

 ・礎コミ協  ；４/２５（金）１９時～，クロスパル 会議室 

【地元説明会】 

・５/１９（月）１９時～、クロスパル 映像ホール 

・５/２１（水）１９時～、白山小学校体育館 

・５/２８（水）１９時～、大畑少年センター体育館 

・６/１ （日）１４時～、市民プラザ 

・６/２ （月）１９時～、湊小学校体育館 

 

☆ 主な意見 

・柾谷小路から西堀通り・東堀通りへの右折ができない理由について 

・一番堀通りから東堀通りへの右折ができない理由について 

・新方向の 1車線に路上駐停車車両がいた場合の後続車の通行について 

（タクシー、荷捌き車等の路上駐車問題等） 

・歩行者（子供、高齢者等）への安全対策について 

・長年一方通行規制に慣れ親しんだ市民（地元住民・来訪者等）を意識した周

知徹底について 

・駐車場への右折での乗り入れとラバーポールの設置について 

・信号機の運用について（歩車分離式、右折矢印信号等） 
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